
令和７年分確定申告税務署からのお知らせ

申告受付相談申告受付相談
市県民税、国民健康保険税などの

申告が必要な人

申告相談に必要なもの

給
与
収
入
あ
り

■�令和７年中に退職した人、年末調整が済んで
いない人

■�年末調整した給与以外の所得がある人
■２カ所以上から給与を支給されている人

給
与
収
入
な
し

■所得が公的年金等のみで、扶養や社会保険料
などの控除を受ける人

■公的年金以外に所得があった人
■所得が非課税収入（遺族年金、障害年金、失業保

険など）のみの人
■久慈市外に住んでいる人に扶養されている人
■収入がなく、扶養されていない人

申告の際は必ず事前準備を！

ＩＮＦＯＲＭＡＴＩＯＮ

申告所得税及び復興特別所得税・贈与税　３月16日㈪
消費税及び地方消費税　　　　　　　　　３月31日㈫

　会場では、スマートフォンとマイナンバーカードを使
用し、申告書の作成とe -Taxによる提出をしていただき
ます。所有している人は、持参のうえ来場ください。手
続きには、マイナンバーカードに設定した２種類のパス
ワード（❶利用者証明用電子証明書、数字４桁❷署名用
電子証明書、英数字６～１６文字）が必要になりますので、
準備ください。

２.1６　3.1６月月

令和７年分の申告 ・納付の期限令和７年分の申告 ・納付の期限

申告書作成会場申告書作成会場でで相談相談をを希望する人希望する人へへ

　令和８年１月１日現在、久慈市に住所があり、令和７
年中の所得が次のいずれかに該当する人は、市県民税、
国民健康保険税の申告が必要です。
　ただし、税務署に所得税の確定申告書を提出した場合
（電子申告を含む）は、市役所での申告は不要です。

■預金通帳
　預金通帳は、還付金の受け取りや口座振替に使用しま
す。口座番号などを書いたメモでも構いません。

■本人確認書類
　申告者本人や扶養親族などの個人番号（マイナンバー）
の記載が必要ですので、❶または❷と❸の本人確認書類
をお持ちください。（添付は不要）
❶マイナンバーカード
❷通知カードまたはマイナンバーが記載された住民票
❸運転免許証、パスポート、保険証、年金手帳など

■所得控除の内容を証明する書類
❶�医療費の明細書（領収書や補てんされた金額が分かる

もの）や医師の発行するおむつ使用証明書
※�平成29年分申告から、明細書を提出すれば領収書は不

要になりました。
❷国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料、
　社会保険料、寄附金などの領収書や証明書
❸国民年金保険料、生命保険料、地震保険料の控除証明書
❹身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳（※）
※�上記❹の手帳をお持ちでない人でも、市内に住所を有す

る65歳以上の人で、 次の２つの要件を満たす人は障害者
控除を受けられます。詳しくは問い合わせください。

　①要介護度１～５
　②�認知症高齢者の日常生活自立度がランクⅡ～ M、

または障害高齢者の日常生活自立度がランクＡ～ C�
　問社会福祉課　☎ 52-2119

■会場…税務課（市役所１階）
■時間…平日8時45分～12時、 １３時～１５時30分
　※相談の順番は申告内容によって前後します

問税務課　☎52-2114

　申告会場での混雑を避け、待ち時間を短縮するため、
申告の際は事前に次の２点を済ませてください。
❶収入、経費の仕分けと計算
❷医療費控除の明細書作成（領収書の計算）

●事前に仕分けと計算をしてください

　個人で事業を営んでいる人は、令和７年中の
事業所得などを振興局に申告する必要がありま
す。詳しくは、県ホームページ「けんぜいねっ
と」を確認ください。
※�所得税や住民税の申告をする場合は
　一部を除いて不要です。　
問県北広域振興局県税室　☎66-9678

個人事業税の申告は振興局で

問久慈税務署　☎53-4161

各地区での巡回申告受付相談

月 日 時 間 対 象 会 場

２月
９日㈪

9:30～12:00 関、霜畑

山形総合
センター

13:00～15:00 小国、荷軽部、
来内、繋

10日㈫
9:30～12:00 川　井

13:00～15:00 日野沢、
戸呂町

12日㈭ 10:00～12:００ 山 根 山根市民
センタ―

13日㈮
１０:０0～12:00 宇 部 宇部市民

センター

14:０0～１６:00 侍 浜 侍浜市民
センター

■令和７年中の所得が分かる書類
❶�源泉徴収票（給与、公的年金など）や支払調書（報酬など）
❷�収支内訳書（営業や農業、不動産などの所得がある人）

または収入や経費の金額・内訳が分かるもの

　申告書は市から送付しません。相談会場で作成しますので、事前に必要な場合は、問い合わせください。

 未申告の場合、公的年金などの申請に必要な税の証明書の交付が受けられなくなる場合があります。国民健康
保険に加入している人は、国民健康保険税の軽減などの適用が受けられなくなります。申告は期限内に忘れずに
行いましょう。

　対象地域に住んでいる人が対象の巡回申告相談ですが、
他地域の人でも受け付けできます。

▶日時…期間中の木曜日・金曜日13時～15時30分
▶定員…１５分区切りで 2 人（1日20人）※先着順
▶予約方法
　❶�税務課への電話予約（２月２日㈪～６日㈮まで

受け付け。その後は WEB 予約のみ）
　❷ WEB 予約（２月12日㈭受け付け開始。
　　各週水曜日 17 時で締め切り）

○�マイナンバーカードの電子証明書が
無効化されていないか確認ください

○�当日の相談受け付けは、相談枠に限
りがあります。オンライン事前予約
を利用ください。ＬＩＮＥによる事
前予約は、ＬＩＮＥアプリ

　で　国税庁公式アカウント
　のお友だち追加が必要です
○�土地、株式の譲渡所得や山林所得、

贈与税の相談を希望する人は担当職
員がいる月、火曜日に来場ください

【受付方法】
❶申告内容の聞き取り
❷�申告内容ごとに番号

札を交付

　マイナンバーカードを利用し、スマート
フォンやパソコンから申告できるようにな
りました。詳しくは市 HP を確認ください。

木・金の午後は予約も可能です

市県民税の電子申告がスタート

▲WEB予約

▲市HP

　振替納税は、預貯金残高を確認しておくだけで金融
機関の預貯金口座から自動的に納税ができる大変便利
な制度です。1 度手続きをすれば継続して利用できま
す。簡単な手続きで利用できますので、税務署（管理
運営担当）に相談ください。

▲お友達追加

▶開設場所…久慈税務署１階会議室（久慈市川崎町15－15）
▶開設期間…２月16日㈪～３月1６日㈪（土、日、祝日を除く）
▶開設時間…９時～17時

☑来場前に確認ください

　確定申告はスマートフォン
とマイナンバーカードを利用
して、自宅からe-Taxで24時
間することができます

便利で確実な振替納税を確認ください

申告所得税・復興特別所得税　4月23日㈭
消費税・地方消費税　　　　　4月30日㈭

令和7年分確定申告分の振替日

　確実に振替納付ができるよう、事前に預貯金
残高をご確認ください
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